
－17－

資源ごみ（無　料）

【排出方法】　○透明な袋、又は十文字にしばって出す

分　　　類 種　　　類 摘　　　要

アルミ缶

スチール缶

　

マークが表示されているもの等

つぶさずに一緒の袋に入れて
排出可

※ 　ヨーグルト等のスチー
ル・アルミのふた等も含む

び　ん ・ビールびん（地ビールのびん以外）
・一升びん（茶、グリーン色に限る）
・焼酎びん（ワリッカ、燦、
　　　　　 サッポロソフトに限る）
※上記をひとまとめにして出しても可

割らないで出す

新聞紙類 ・ 新聞紙、チラシ、パンフレット（ホッ
チキス止めのもの）、ポスター、カレ
ンダー、日めくり、コピー用紙、　等

※上記をひとまとめにして出しても可

両面赤いチラシは「一般ごみ」
として出す

雑誌類 ・雑誌
・カタログ（背のり付き）
・封筒（茶色の封筒以外）　等
・はがき、名刺
※上記をひとまとめにして出しても可

窓付き封筒のプラスチック部
分については、はがして「容
器包装ごみ」（その他のプラ
スチック）で出す

牛乳パック 中を開いて乾かしてから出す

※　牛乳、ジュース等の内側
にアルミ皮膜のないもの

ダンボール
開いてから透明な袋、又は十
文字にしばって出す

かん類（スチール缶）が追加され資源
ごみ（無料）となっております！

【改正】


